
7 広報とちぎ　１２月号 ２０２１（令和３）年１１月１９日　発行お知らせ

年
末
年
始
の
業
務
の
ご
案
内

　
市
役
所
は
、
本
庁
、
各
総
合

支
所
と
も
に
12
月
29
日
（
水
）

か
ら
令
和
４
年
１
月
３
日（
月
）

ま
で
閉
庁
と
な
り
ま
す
。
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
け
る
証
明

書
交
付
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
出
生
届
、
婚
姻
届
、

死
亡
届
等
の
届
出
は
、
宿
日
直

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
南
西
角　

警
備
室
内
）
で
お
預
か
り
し
ま

す
。

問 

総
務
課　

  

☎
（21）
２
３
４
２

年
末
年
始
の
斎
場
業
務
の
お

知
ら
せ

　
12
月
30
日（
木
）ま
で
業
務
を

行
い
、12
月
31
日（
金
、友
引
）・

１
月
１
日（
土
）・
１
月
２
日

（
日
）は
休
み
と
な
り
ま
す
。

問 

環
境
課　

  

☎
（21）
２
４
２
２

年
末
年
始
の
ご
み
・
し
尿
の

収
集
の
お
知
ら
せ

ご
み
の
収
集

年
末
年
始
の
ご
み
の
収
集
は
収

集
日
カ
レ
ン
ダ
ー
に
従
い
、
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

通
常
ど
お
り

12
月
28
日
（
火
）・29
日
（
水
）・

30
日
（
木
）・
31
日
（
金
）、
１

月
４
日
（
火
）・
５
日
（
水
）・

６
日
（
木
） 

収
集
し
ま
せ
ん

１
月
１
日
（
土
）・２
日
（
日
）・

３
日
（
月
） 

し
尿
の
収
集

し
尿・浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
は
、

区
域
割
で
許
可
業
者
が
行
い
ま

す
。
お
住
ま
い
の
地
区
の
許
可

業
者
に
収
集
を
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。

栃
木
地
域

（
有
）
栃
木
衛
生
実
行
社

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
０
６
６
１

（
有
）
栃
木
興
業

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
１
２
７
４

（
有
）
栃
北
興
業

　
　
　
　
　
　
☎

（27）
５
３
３
６

大
平
地
域

（
有
）
大
環
舎  

☎
（43）
５
５
５
５

藤
岡
地
域

（
株
）フ
ジ
オ
カ
ク
リ
ー
ン
ワ
ー

ク
ス　
　
　
　
☎

（61）
２
３
０
２

（
有
）
城
南
興
業

　
　
☎
０
２
８
３

（22）
１
９
９
９

都
賀
地
域

（
有
）
栃
北
興
業

　
　
　
　
　
　
☎

（27）
５
３
３
６

西
方
地
域

（
有
）
栃
北
興
業

　
　
　
　
　
　
☎

（27）
５
３
３
６

岩
舟
地
域

（
有
）
岩
舟
衛
生
社

　
　
　
　
　
　
☎

（55）
３
５
６
４

（
株
）フ
ジ
オ
カ
ク
リ
ー
ン
ワ
ー

ク
ス　
　
　
　
☎

（61）
２
３
０
２

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（31）
２
４
４
７

年
末
年
始
の
ク
リ
ー
ン
プ
ラ

ザ
へ
の
ご
み
の
持
ち
込
み

　
年
末
年
始
の
直
接
ご
み
の
持

ち
込
み
が
で
き
る
日
時
は
、
下

表
の
と
お
り
で
す
。

※
年
末
の
ご
み
の
持
ち
込
み

は
、
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し

く
だ
さ
い
。
な
お
、
年
明
け
は

１
月
４
日
か
ら
ご
み
が
持
ち
込

め
ま
す
。

手
数
料　
分
別
ご
み
10
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
２
５
０
円
（
消
費

税
含
む
。） 

た
だ
し
、
10
キ
ロ

グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
に
つ
い
て

は
、
10
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
み
な
し

ま
す
。

分
別
方
法　
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

出
す
場
合
と
同
様
に
分
別
し
、

搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

・
持
ち
込
み
で
き
る
ご
み
は
、

栃
木
市
内
で
発
生
し
た
物
に
限

り
ま
す
。

・直
接
持
ち
込
み
す
る
場
合
は
、

指
定
ご
み
袋
を
使
用
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
が
確
認
で

き
る
透
明
な
ご
み
袋
で
あ
れ
ば

結
構
で
す
。

・場
内
の
係
員
の
指
示
に
従
い
、

ご
み
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

の
場
所
に
各
自
で
荷
降
し
て
く

だ
さ
い
。  

・
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し

ま
す
。

・
持
ち
込
み
で
き
る
ご
み
か
判

別
で
き
な
い
場
合
は
、
と
ち
ぎ

ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

問 

と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ

　
　
　
　
　
　
☎

（31）
２
４
４
６

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
縦

覧
を
実
施
し
ま
す
。

　
都
市
計
画
を
変
更
す
る
に
あ

た
り
、
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧

し
ま
す
。

　
こ
の
都
市
計
画
の
案
に
つ
い

て
御
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧

期
間
中
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
提
出
さ
れ

た
意
見
書
の
要
旨
は
、
都
市
計

画
審
議
会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。

縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
案

小
山
栃
木
都
市
計
画
道
路
の
変

更
（
県
決
定
）（
３･

３･

３
号

小
山
栃
木
都
賀
線
、
３･

４･

２
０
２
号
樋
ノ
口
河
合
線
）

変
更
す
る
土
地
の
区
域

栃
木
市
今
泉
町
１
丁
目
、
神
田

町
、
仲
仕
上
町
、
樋
ノ
口
町
お

よ
び
大
平
町
北
武
井
並
び
に
小

山
市
大
字
卒
島
の
各
一
部

案
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
意
見
書

提
出
期
間

12
月
７
日
（
火
）
～
21
日
（
火
）

（
土
・
日
を
除
く
）

意
見
書
の
提
出
方
法

意
見
書
に
住
所
、氏
名
、生
年
月

日
、職
業
、意
見
の
趣
旨
お
よ
び

そ
の
理
由
を
明
記
し
て
、提
出

期
間
内
に
知
事
宛
て
で
、提
出

先
に
持
参
若
し
く
は
郵
送
ま
た

は
栃
木
県
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

縦
覧
場
所
お
よ
び
意
見
書
の
提

出
先

い
ず
れ
か
の
問
合
先
へ

問 

栃
木
県
都
市
計
画
課

☎
０
２
８-

６
２
３-

２
４
６
５

栃
木
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課

　
　
　
　
　
　
☎

（23）
３
５
９
３

栃
木
市
都
市
計
画
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
４
３
２

栃
木
市
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
基

本
計
画
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

進
展
す
る
社
会
で
活
躍
す
る
こ

と
の
で
き
る
子
ど
も
を
育
成
す

る
た
め
、
こ
の
た
び
「
栃
木
市

グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
基
本
計
画
」

の
素
案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
素
案
に
対
す
る
皆
さ
ん
の

意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　

11
月
29
日
（
月
）

～
12
月
28
日
（
火
）

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
計
画
に
利

害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
場
所　
学
校
教
育
課
、
市

政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４

階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く

り
推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹

上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接

ま
た
は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

提
出
窓
口　
学
校
教
育
課
、
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進

課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺

尾・国
府
の
各
公
民
館
窓
口（
平

日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
公
表
し
ま
す
。（
住
所・

氏
名
等
は
非
公
表
）
意
見
に
対

す
る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

学
校
教
育
課
☎

（21）
２
２
６
８

交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使

う
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す

　
交
通
事
故
や
ケ
ン
カ
、
他
人

の
犬
に
噛
ま
れ
た
場
合
な
ど
、

第
三
者
（
加
害
者
）
の
行
為
に

よ
っ
て
受
け
た
傷
病
の
治
療
費

は
、
原
則
、
加
害
者
が
負
担
す

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
民
健

康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
は
負
担
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、「
第
三
者
行
為
に

よ
る
傷
病
届
」
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
利
用

し
、
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
健
康
保
険
が
治
療
費
を

一
時
的
に
立
て
替
え
、
後
日
、

加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。）

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の

行
為
に
よ
る
傷
病
で
治
療
を
受

け
る
場
合
は
、
保
険
年
金
課
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
届
出
前
に
示
談
を
行
う
と
健

康
保
険
が
使
え
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

対
象　
国
民
健
康
保
険
・
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ

て
い
る
方

問 

保
険
年
金
課　
国
保
係

　
　
　
　
　
　
☎
（21）
２
１
３
１

医
療
給
付
係　
☎
（21）
２
１
３
６

栃
木
市
長
選
挙
・
栃
木
市
議
会

議
員
選
挙
日
程
の
お
知
ら
せ

告
示
日　
令
和
４
年
４
月
10
日

（
日
） 

選
挙
期
日
（
投
票
日
）　

令
和

４
年
４
月
17
日
（
日
）
７
時
～

19
時
（
一
部
、
16
時
ま
で 

お

よ
び 

18
時
ま
で
）

立
候
補
予
定
者
説
明
会

日
時　

令
和
４
年
２
月
９
日

（
水
）
13
時
30
分
～

場
所　
栃
木
市
役
所
正
庁　

立
候
補
届
出
事
前
審
査

日
時　

令
和
４
年
３
月
24
日

（
木
）
８
時
30
分
～
17
時

場
所　
栃
木
市
役
所
正
庁　

問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
５
３
１

政
治
活
動
用
立
札
お
よ
び
看

板
の
類
の
証
票
の
更
新

日
時　
12
月
３
日
（
金
）
か
ら

28
日
（
火
）
平
日
の
み　
８
時

30
分
～
17
時
15
分　
　
　
　
　

場
所　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局　
事
務
室

対
象　
公
職
に
あ
る
者
、
公
職

の
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

お
よ
び
そ
れ
ら
の
後
援
団
体

内
容　

現
在
交
付
し
て
い
る

「
証
票
」
の
有
効
期
限
は
12
月

31
日
で
す
。

１
月
１
日
以
降
の
掲
示
を
希
望

す
る
場
合
や
新
規
に
掲
示
を
希

望
す
る
場
合
、
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
現
在
証
票
を
交

付
し
て
い
る
候
補
者
、
後
援
団

体
等
に
は
個
別
に
通
知
を
送
り

ま
す
。

申
請
方
法　

12
月
３
日
（
金
）

～
28
日
（
火
）
の
平
日
に
、
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
役

所
本
庁
舎
４
階
）
に
て
。
申
請

書
の
記
入
方
法
な
ど
詳
細
は
問

合
先
へ
。

問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
５
３
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX27-7556

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎22-3535
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

とちぎクリーンプラザの
ごみ受け入れスケジュール
日　時 受付時間

12/25（土） 8時 30分～ 16時 30分

12/26（日） ×

12/27（月） 8時 30分～ 16時 30分

12/28（火） 8時 30分～ 16時 30分

12/29（水） 8時 30分～ 16時 30分

12/30（木） 8時 30分～ 16時 30分

12/31（金） 8時 30分～正午

1/1（土・元日） ×

1/2（日） ×

1/3（月） ×

1/4（火） 8時 30分～ 16時 30分
※ 12月 31日は正午までとなりますのでご注意
　ください！

栃木市事業継続応援補助金のご案内
　栃木市では、新型コロナウイルス感染症拡大による影響
を受けている市内事業者に対して、補助金の交付による支
援を行っております。

対象
・令和３年７月 29日以前から市内に事業所を有し、かつ、
市内で事業活動を営み、引き続き市内において事業を継続
する意思を有する事業者
・新型コロナウイルス感染症拡大により令和３年８月以降
に実施された「まん延防止等重点措置」および「緊急事態
措置」に伴う休業・営業時間短縮または外出自粛の影響を
受け売上が減少した市内事業者で、「国の月次支援金」や「県
の地域企業事業継続支援金」または「県の営業時間短縮協
力金」の支給を受けた事業者
補助額　・国の月次支援金受給者　15万円
　　　　・県の地域企業事業継続支援金受給者　10万円
　　　　・県の営業時間短縮協力金受給者　５万円
　　　　※申請は1事業者 1回限りで、いずれか一つです。
申請方法　必要書類を揃えて、郵送または問合先窓口にお
持ちください。申請用紙は窓口または栃木市ホームページ
からのダウンロードにより手に入れることができます。
申込期間　令和4年 1月 31日（月）まで（当日消印有効）　

問 商工振興課☎（21）２３７１


